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精神障害の労災認定の現状・課題と論点（案）について 

 

○ 現状 

 ・ 現行認定基準の策定から約 10年が経過する中、労災請求件数は大幅に増

加し、年に 2,000件を超える状況となっている。 

 

 ・ 平均処理期間はいったん短縮がみられたが、近年の請求件数の増加を反映

して再び長期化傾向にあり、令和２年度の平均処理期間は 8.5 か月となっ

ている。（調査・決定の流れは別紙のとおり。） 

 

 ・ この間、働き方の多様化が進み、労働者を取り巻く環境も変化している。

また、新たな医学的知見としてのストレス評価に関する調査研究等も行わ

れ、裁判例、支給決定事例等の蓄積も進んでいる。 

 

 

○ 課題 

 ・ 今後も請求件数が増加することが考えられ、審査のより一層の迅速化、効

率化を図る必要がある。 

 

・ 現下の労働環境の変化等に対応するため、最新の医学的知見、裁判例、支

給決定事例等を踏まえ、認定基準の全般にわたって検証を行い、より迅速か

つ適切な業務による心理的負荷の評価等が行えるものとする必要がある。 

 

 

○ 論点（案） 

以上を踏まえ、次のような事項の検討が必要ではないか。 

  ① 精神障害の成因、認定要件とその考え方について 

  ② 対象疾病について 

  ③ 業務による心理的負荷の評価について 

   （具体的出来事の追加・修正・統合、出来事ごとの心理的負荷の強度、 

    出来事が複数ある場合の評価、労働時間の評価、評価期間等） 

  ④ 業務以外の心理的負荷及び個体側要因の評価について 

  ⑤ 発病の有無、発病時期、悪化等の判断、自殺の取扱いについて 

  ⑥ 療養及び治ゆについて 

  ⑦ 認定基準の運用について 
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別紙

決定

専門医意見

精神障害事案の標準的な調査・決定の流れ

事実認定調査

資料提出依頼
請求人
事業主
主治医

その他関係機関

関係者の相談

請求書受付

調査結果のとりまとめ
（署内検討会）

追加調査

 調査計画の見直し（署内検討会）

調査結果の分析

調査方針の策定等（署内検討会）

局への報告
※　当分の間の運用

専門部会

（必要に応じて随時実施）

請求人聴取
関係者聴取

（専門医への相談）

把握できている情報に基づき、調査の概要（主要な
問題点とその確認方法や調査対象）等を検討

受付後１週間以内を目途に調査計画書をまとめる

①申立書や出来事を記録したメモなど請求人主張

の参考となる資料

②依頼事項に対する報告書及び社内調査資料等
③医学意見書及び診療録等

④受診歴照会、警察照会等参考となる資料

①収集した資料に基づき、請求人の主張したい事
柄を漏れなく記録
②上司、同僚等、請求人が主張した事柄に関係す
る人物から事実確認
（必要に応じて発病時期等の医学的事項の調査に
当たっての助言を受ける）

調査の進捗状況の確認、調査結果の分析とそれを

踏まえた調査計画の見直し等の見直し等を実施
①追加の調査の必要性やその対象（追加聴取の

実施、追加資料収集）等を検討
②専門医の意見等に基づく調査計画の見直し

調査結果のとりまとめ
①発病時期等の調査結果の整理

②業務による出来事の調査結果の整理・心理的負

荷の評価
③業務以外の心理的負荷、個体側要因に係る調査
果の整理

④求める医学意見の判断
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